
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆労働時間管理、メンタル対策がより重要に！ 

昨年 12 月下旬、厚生労働省から『「過労死等ゼロ」

緊急対策』が発表されました(以下の厚生労働省 HP の

資料参照)。 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1120100

0-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000147158.pdf 

 

大手広告会社の一連の過労死事案等を受け、以下の

ように取組みが強化されることになりました。 

大きく分けると「平成 29 年から実施されるもの」

と「平成 29 年度から実施されるもの」があり、これ

まで以上に労働時間管理やメンタルヘルス対策、パワ

ハラ等についての対策が重要となりますので、注意が

必要です。 

 

◆違法な長時間労働を許さない取組の強化 

（1）新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹

底【平成 29 年より実施】 

企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の

適正把握が徹底されます。 

なお、新ガイドラインの中では、 

①労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれてい

る時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示

により労働者が業務に従事する時間は労働時間に

当たること(例：業務に必要な準備行為や後始末の時

間、手待時間、業務上参加が義務付けられる研修の

受講や学習等は労働時間に該当) 

①自己申告により把握した労働時間が実際の労働

時間と合致しているか否かについて、必要に応じ

て実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をす

ること 

②自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる

時間について、その理由等を労働者に報告させる

場合には、当該報告が適正に行われているかにつ

いて確認すること(その際、休憩や自主的な学習等

であるため労働時間でないと報告されていても、

使用者の指揮命令下に置かれていたと認められ

る時間については労働時間として扱うわなけれ

ばならない) 

③自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設

けそれを超える申告を認めない等、労働者による

労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じて

はならないこと 

…等、 

※新ガイドラインは厚生労働省 HPの以下のページ

を参照してください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.h

tml 

（2）長時間労働等に係る企業本社に対する指導【平

成 29 年より実施】 

違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの

企業に対して、全社的な是正指導が行われます。 

（3）是正指導段階での企業名公表制度の強化【平成

29 年より実施】 

過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を

満たす事業場が 2事業場生じた場合も公表の対象とす

るなど対象が拡大されます。 

（4）三六協定未締結事業場に対する監督指導の徹底

【平成 28 年度第 4 四半期に実施】 

 

◆メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための 

取組の強化【平成 29 年度より実施】 

厚労省から発表された 

『「過労死等ゼロ」緊急対策』の内容 

平成 29 年 2 月号 
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（1）メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特

別指導 

複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業本

社に対してパワハラ対策も含め個別指導が行われま

す。 

（2）パワハラ防止に向けた周知啓発の徹底 

メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別

指導等の際に、「パワハラ対策導入マニュアル」等を

活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために

必要な取組等も含め指導が行われます。 

（3）ハイリスクな方を見逃さない取組の徹底 

長時間労働者に関する情報等の産業医への提供が

義務付けられます。問題のある事業場については、都

道府県労働局長が医師による緊急の面接等の実施を

指示できる制度が整備されます。 

 

◆社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化 

（1）事業主団体に対する労働時間の適正把握等につ

いて緊急要請【速やかに実施】 

（2）労働者に対する相談窓口の充実【平成 29 年度よ

り実施】 

（3）労働基準法等の法令違反で公表した事案のホー

ムページへの掲載【平成 29 年より実施】 

 

 

 
 
◆年金、健康保険、雇用保険の申請手続の 

一元化を検討 

政府は、今春までに行政コスト削減の重点分野を決

め、年末までに具体的な計画や工程表を策定する方針

を示しました。 

重点分野の柱とされるのが社会保険に関する手続

で、2 割のコスト削減を目標に、ハローワークや年金

事務所に別々に申請する手間をなくしたり、許認可に

関する申請様式の自治体ごとのばらつきをなくした

りするなど、手続の簡素化に乗り出します。 

マイナンバーや住民基本台帳ネットワーク、法人番

号の連携により、重複する書類申請の簡素化を検討す

ることが挙げられています。 

 

◆企業の約半数が行政手続に負担感 

昨年 11 月に政府の規制改革推進会議で日本商工会

議所が報告した調査結果によれば、中小企業の半数近

くが行政手続を負担に感じると回答しています。 

上位を占めた分野は、「社会保険・労務」48.6％、「補

助金・助成金」48.2％、「税務申告」45.0％の順でした。 

 

◆負担感を感じる行政手続は企業規模により違いも 

また、経団連、経済同友会、日本商工会議所の経済

三団体による一斉調査も行われ、昨年 12 月に結果が

公表されました。 

具体的には、経団連では「調査・統計への協力」の

47.8％が最多で、「社会保険」と「従業員の納税に関

わる事務」が同率の 46.7％でした。 

経済同友会では「社会保険」52％、「納税」50.3％、

日本商工会議所では「営業の許認可」46.4％、「補助

金の交付申請」41.5％の順となっています。 

 

◆住民税の特別徴収手続の見直しも検討 

上記の調査結果から、企業が源泉徴収事務にも負担

を感じていることが読み取れますが、政府は、住民税

課税決定通知書の電子データ化促進を課題として挙

げています。 

個人住民税の特別徴収のため、企業には毎年 5 月に

全国の市区町村から住民税課税決定通知書が送られ

てきますが、これを法改正により電子データでの送付

を義務化することなどが検討される見通しです。 

いずれも、見直しにより手続実務が大きく変わる可

能性がありますので、社内業務の合理化のためにも今

後の動向に注目する必要があります。 

 

 

 

 

 

 
社会保険・源泉徴収手続見直しを検討  

～企業の負担軽減へ 

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは… 

チコ労務管理事務所 
    連絡先：〒130－0014  東京都墨田区亀沢 4-19-3 

電話 ： 03-3625-2927  ＦＡＸ ： 03-6751-8185 

ｅ－ｍａｉｌ：info@chiko-jimusho.com 

         


